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「
…renounce w

ar as a sovereign right 
of the nation

…
」

　

な
お
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
の
原
文
も
、

W
ar as a sovereign right of the nation is 

abolished. 

と
な
っ
て
い
る
。（
江
藤
淳
編
『
占
領

史
録
3　

日
本
国
憲
法
制
定
経
過
』
p
1
6
9

28　

筒
井
清
忠
前
掲
書
所
収
『
新
憲
法
と
世
論
の
変

遷
』
境
家
史
郎
p
1
2
9

　
「
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
し
て
、
主
権
回
復
直
後

の
時
期
、
一
般
国
民
の
多
く
は
軍
隊
再
建
お
よ
び
そ

の
た
め
の
9
条
改
正
に
抵
抗
感
を
示
し
て
い
な
い
。

読
売
新
聞
1
9
5
2
年
1
月
調
査
に
よ
る
と
、『
憲

法
を
改
正
し
て
軍
備
を
行
う
』『
警
察
予
備
隊
を
強

化
す
べ
き
だ
』『
ど
ち
ら
も
必
要
だ
』『
ど
ち
ら
も
不

必
要
』
と
い
う
意
見
の
選
択
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

24
％
、
37
％
、
9
％
、
10
％
で
あ
っ
た
。
毎
日
新
聞

52
年
3
月
調
査
で
は
シ
ン
プ
ル
に
『
軍
隊
を
持
つ
た

め
の
憲
法
改
正
』
の
賛
否
を
聞
い
て
い
る
が
、
結
果

は
賛
成
43
％
、
反
対
27
％
と
、
明
確
に
改
憲
論
が
多

数
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
後
、
時
間
の
経
過
と
と
も

に
、
9
条
改
正
・
軍
隊
保
有
論
に
対
す
る
賛
成
率
は

減
少
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
朝
日
新
聞
57
年
11
月
調

査
で
は
、『
正
式
の
軍
隊
が
も
て
る
よ
う
に
憲
法
を

改
正
す
る
こ
と
』
に
賛
成
32
％
、
反
対
が
52
％
と
、

九
条
維
持
派
の
優
勢
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
」

　

わ
が
国
が
近
代
国
民
国
家
の
軍
隊
を
創

り
、
初
め
て
の
対
外
戦
争
が
日
清
戦
争

（
1
8
9
4
〜
95
年
）
で
し
た
。
陸
軍
は

近
衛
師
団
、
第
1
〜
6
師
団
の
計
7
個
師

団
を
基
幹
に
戦
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

初
め
て
の
戦
時
動
員
体
制
が
と
ら
れ
ま

す
。
動
員
と
は
、
現
役
兵
を
主
体
に
し
、

そ
れ
に
召
集
さ
れ
た
予
備
役
・
後
備
役
で

野
戦
軍
を
構
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
国
民

軍
を
編
成
す
る
と
い
う
戦
時
の
体
制
に
移

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

今
回
は
日
清
戦
争
の
衛
生
の
実
態
を
詳

し
く
書
き
ま
す
。
中
段
（
中
）
と
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
所
以
で
す
。
次
回
の
中
段

（
下
）
で
は
、
そ
の
後
10
年
間
の
医
学
の

進
歩
、
陸
軍
衛
生
制
度
の
改
善
な
ど
を
見

て
日
露
戦
争
に
つ
い
て
の
振
り
返
り
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

■
日
清
戦
争
時
の
徴
兵
シ
ス
テ
ム

　
『
帝
國
統
計
年
鑑
』
に
よ
る
と
開
戦
直

前
（
1
8
9
3
年
12
月
末
）
の
わ
が
国
の

人
口
は
男
2
0
9
0
万
6
4
6
5
、
女
2 

0
4
8
万
1
8
4
8
、
合
計
4
1
3
8 

万
8
3
1
3
人
で
し
た
。

　

兵
役
人
口
（
満
19
歳
か
ら
同
31
歳
）
は

全
国
で
4
2
3
万
5
1
1
4
人
で
す
。

ち
ょ
う
ど
全
国
人
口
の
10
％
強
に
あ
た
り

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
数
字
に
は
当
時
、

徴
兵
令
が
施
行
さ
れ
て
い
な
い
北
海
道
、

沖
縄
県
の
人
は
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　

1
8
9
3
（
明
治
26
）
年
の
徴
兵
検
査

受
験
壮
丁
数
は
43
万
2
3
4
0
人
、
そ
の

う
ち
の
現
役
徴
集
者
は
、
志
願
者
が
7
8 

0
人
、
当
籤せ

ん
者
が
1
万
9
8
4
5
人
、
合

計
2
万
6
2
5
人
で
し
た
。
別
に
予
備
徴

員
が
10
万
6
7
5
人
で
す
。
こ
の
予
備
徴

員
と
い
う
の
は
甲
種
・
乙
種
合
格
者
で
現

役
の
籤く

じ
に
外
れ
た
人
の
こ
と
で
し
た
。
服

役
は
1
年
間
、
の
ち
に
補
充
兵
役
と
な
り

ま
し
た
。現
役
は
陸
軍
3
年（
海
軍
4
年
）、

そ
の
後
の
予
備
役
が
陸
軍
4
年
（
海
軍
3

年
）
で
後
備
役
は
陸
海
軍
と
も
そ
れ
ぞ
れ

5
年
で
す
。

　

壮
丁
の
現
役
徴
集
の
割
合
は
5
・
17
％
、

現
役
徴
集
人
員
の
う
ち
海
軍
は
4
5
9

人
、
こ
れ
は
海
軍
が
志
願
兵
に
多
く
頼
っ

た
か
ら
で
す
。

■
日
清
戦
争
直
前
の
陸
軍
人
員

　

1
8
9
3
（
明
治
26
）
年
末
の
現
役
陸

軍
軍
人
の
総
数
は
、
将
官
同
相
当
官
が
63

人
、
上
長
官
（
佐
官
と
同
相
当
官
）
は
6 

2
6
人
、
士
官
（
尉
官
と
同
相
当
官
）
が

3
8
7
0
人
、
准
士
官
49
人
（
技
術
系
の

人
た
ち
）、
下
士
1
万
2
9
8
7
人
、
兵

卒
25
万
1
8
4
7
人
、
諸
生
徒
2
1
8
1

人
の
合
計
27
万
1
6
2
3
人
で
し
た
。
他

に
軍
属
が
奏
任
92
人
、
判
任
7
8
5
人
、

生
徒
1
人
、
傭
員
7
6
7
人
、
傭
役
1
4 

2
7
人
の
合
計
3
0
7
2
人
で
す
（『
陸

軍
省
統
計
年
報
』）。
奏
任
は
上
長
官
、
士

官
相
当
官
で
あ
り
、
判
任
は
下
士
相
当
で

す
。

　

予
備
役
・
後
備
役
の
人
員
は
、
将
官
同

相
当
官
の
予
後
備
46
人
、
上
長
官
同
2
6 

5
人
、
士
官
同
1
2
4
0
人
、
下
士
同

1
万
8
3
4
人
で
し
た
。
兵
卒
に
つ
い
て

は
予
・
後
備
役
歩
兵
10
万
7
2
2
2
人
、

騎
兵
同
1
9
2
3
人
、
砲
兵
同
1
万
2
5 

2
人
、
工
兵
同
4
3
7
3
人
、
輜
重
兵
同

2
0
3
5
人
、そ
の
他
同
6
万
8
2
1
4

人
の
計
13
万
2
6
2
6
人
で
す
。
そ
の
他

と
さ
れ
た
の
は
「
雑
卒
」
と
い
わ
れ
た
輜

重
輸
卒
、
砲
兵
輸
卒
、
同
助
卒
、
補
助
看

護
卒
な
ど
を
指
し
ま
し
た
（『
帝
国
統
計

年
鑑
』）。

　

こ
れ
が
当
時
の
帝
国
陸
軍
が
野
戦
軍
と

し
て
動
員
で
き
る
最
大
限
の
数
字
で
し

た
。
す
な
わ
ち
、
現
役
が
諸
生
徒
を
除
い

て
26
万
9
4
4
2
人
、
予
後
備
役
は
13
万 

2
6
2
6
人
で
あ
り
、
合
計
で
40
万
2
0 

6
8
人
と
な
り
ま
す
。
面
倒
な
数
字
の
羅

陸
軍
史
の
窓
か
ら
（
第
21
回
）

陸
軍
衛
生
制
度
史（
中
段（
中
））

　

戦
う
近
代
日
本
と
陸
軍
衛
生
部

荒
木　

肇
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列
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
口
約
4 

1
0
0
万
の
国
民
を
守
る
陸
軍
は
こ
の
よ

う
な
規
模
だ
っ
た
い
う
こ
と
で
す
。

　

な
お
海
軍
は
、現
役
1
万
1
2
1
6
人
、

予
備
後
備
2
4
4
8
人
の
合
計
1
万
3
6 

6
4
人
で
し
た
。

■
陸
軍
衛
生
部
の
戦
時
体
制

　

1
8
9
4
（
明
治
27
）
年
6
月
10
日
に

「
戦
時
衛
生
勤
務
令
」
が
出
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
陸
軍
省
医
務
局
長
が
野
戦
衛
生
長

官
と
な
り
、
そ
の
下
に
は
軍
軍
医
部
長
、

師
団
軍
医
部
長
が
つ
き
、
師
団
に
は
隊
属

衛
生
部
、
衛
生
隊
、
野
戦
病
院
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
衛
生
長
官
の
統
括
下
に
は
兵

站
軍
医
部
長
が
位
置
し
て
、
兵
站
司
令
部

附
衛
生
部
、兵
站
病
院
、衛
生
予
備
員
（
戦

地
定
立
病
院
）、患
者
輸
送
部
、鉄
道
輸
送
、

水
路
輸
送
の
各
組
織
を
指
揮
し
ま
す
。
兵

站
総
監
は
参
謀
次
長
川
上
操
六
中
将
で
し

た
。
ま
た
、
運
輸
通
信
長
官
は
寺
内
正
毅

少
将
で
す
。

　

参
謀
本
部
編
『
明
治
二
十
七
八
年
日
清

戦
史
』
に
記
録
さ
れ
た
「
戦
役
参
与
軍
人
」

の
数
は
外
地
服
務
軍
人
数
約
17
万
8
0
0 

0
人
で
あ
り
、
講
和
条
約
後
の
台
湾
領
収

戦
参
加
者
が
約
4
万
9
0
0
0
人
で
す
。

朝
鮮
や
清
国
の
戦
場
に
出
征
し
た
の
は
約

12
万
9
0
0
0
人
と
な
り
ま
す
。

　

兵
站
部
で
も
野
戦
部
隊
で
も
糧
秣
輸
送

の
多
く
を
民
間
人
の
人
夫
に
頼
り
ま
し

た
。
各
師
団
に
は
輜
重
兵
が
お
か
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
輜
重
兵
は
主
と
し
て
歩
兵
聯

隊
に
配
属
さ
れ
た
野
戦
輜
重
兵
で
し
た
。

後
方
か
ら
の
補
給
を
担
当
す
る
部
隊
編
成

ま
で
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
が
実
態
で

す
。

　

こ
の
戦
役
に
は
森
林
太
郎
1
等
軍
医
正

（
こ
の
と
き
は
中
佐
相
当
官
）
は
中
路
兵

站
軍
医
部
長
を
命
じ
ら
れ
、
9
月
4
日
に

朝
鮮
釜
山
に
進
出
し
ま
す
。
中
路
と
は
釜

山
か
ら
京
城
に
至
る
総
延
長
1
0
0
里
2

町
（
約
4
0
0
㌔
㍍
）
の
道
路
の
こ
と
で

す
。
兵
站
軍
医
部
の
任
務
は
兵
站
部
隊
の

衛
生
管
理
、
戦
傷
病
者
の
輸
送
、
戦
地
定

立
病
院
（
戦
地
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
）

や
兵
站
病
院
で
の
治
療
、
衛
生
材
料
の
補

給
そ
の
他
で
あ
り
、
軍
軍
医
部
と
連
携
し

て
各
兵
站
監
に
隷
属
し
て
い
ま
し
た
。

　

N
H
K
『
坂
の
上
の
雲
』
映
像
版
に
も
、

戦
地
に
勇
躍
出
か
け
た
新
聞
記
者
の
正
岡

子
規
と
、
森
軍
医
正
が
出
会
う
場
面
が
あ

り
ま
し
た
。
驚
い
た
の
は
森
が
医
者
の
診

療
着
（
白
衣
）
を
着
て
い
た
こ
と
で
す
。

兵
站
軍
医
部
が
い
く
ら
医
官
の
勤
務
場
所

で
も
、
ま
さ
か
白
衣
を
着
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
問
い
合
わ
せ
た
ら
視
聴
者
に
分

か
り
や
す
く
す
る
た
め
と
の
こ
と
。
な
る

ほ
ど
、
一
般
の
方
は
「
鴎
外
は
脚
気
も
治

せ
な
い
藪
医
者
だ
」
と
い
う
評
価
を
下
し

て
き
た
わ
け
で
す
。
別
に
森
軍
医
は
患
者

の
治
療
を
専
門
に
し
た
臨
床
医
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
陸
軍
衛
生
行
政
の
プ
ロ
パ
ー

だ
っ
た
の
で
す
。

　

10
月
1
日
に
は
第
2
軍
兵
站
軍
医
部
長

に
補
せ
ら
れ
ま
す
。
遼
東
半
島
攻
略
の
た

め
に
第
2
軍
が
編
成
さ
れ
る
た
め
で
す
。

11
月
13
日
、
旅
順
攻
略
の
た
め
に
第
2
軍

兵
站
監
部
が
上
陸
地
の
花
園
口
か
ら
柳
樹

屯
に
移
動
し
、
翌
年
1
月
17
日
ま
で
そ
こ

に
勤
務
し
ま
す
。
威
海
衛
を
攻
略
し
た
第

2
軍
は
、
遼
東
半
島
に
帰
還
し
、
最
後
の

直
隷
作
戦
を
企
画
す
る
準
備
に
入
り
ま
し

た
。
3
月
17
日
に
は
第
2
軍
兵
站
監
部
も

金
州
に
移
り
、
5
月
19
日
ま
で
森
部
長
は

勤
務
し
ま
す
。
こ
の
と
き
の
野
戦
衛
生
長

官
に
報
告
し
た
「
別
報
」
が
残
っ
て
い
て
、

そ
こ
に
は
初
め
て
「
脚
気
」
と
い
う
病
名

が
出
ま
す
。

　

4
月
21
日
の
報
告
書（
別
報
）に
は
、「
当

時
患
者
4
5
5
人
ア
リ
キ
・
・
・
脚
気
1 

2
7
人
ヲ
含
メ
リ
」
と
あ
り
、
5
月
19
日

付
の
別
報
に
は
「
旅
順
口
兵
站
病
院
ハ
2

月
8
日
ヨ
リ
4
月
10
日
ニ
至
ル
マ
デ
患
者

1
0
8
2
人
を
後
送
セ
リ
…
中
ニ
脚
気

3
2
0
人
ヲ
算
シ
タ
リ
」
と
後
送
さ
れ
た

患
者
の
ほ
ぼ
3
割
が
脚
気
患
者
だ
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

■
た
ち
ま
ち
陥
っ
た
軍
医
不
足

　

平
時
の
軍
医
た
ち
は
ど
こ
に
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
1
8
8
8
（
明
治

21
）
年
の
「
陸
軍
衛
戍
條
令
」
を
見
る
と

分
か
り
ま
す
。「
各
衛
戍
地
ニ
ハ
其
所
要

ニ
応
シ
、
病
院
、
武
庫
、
監
獄
ヲ
置
キ
衛

戍
司
令
官
ノ
管
轄
ト
ス
」
と
あ
り
ま
し
た
。

衛
戍
病
院
に
は
大
・
小
の
区
別
が
あ
り
、

大
は
師
団
司
令
部
所
在
地
、
小
は
歩
兵
聯

隊
1
個
以
上
の
衛
戍
地
に
置
き
ま
す
。

　
『
職
官
表
（
明
治
28
年
）』
を
参
照
す
る

と
、
大
病
院
の
長
は
「
1
・
2
等
軍
医
正

（
中
・
少
佐
相
当
官
）」
で
医
官
は
1
等
軍

医
1
、
副
医
官
2
・
3
等
軍
医
3
、
2
・

3
等
薬
剤
官
（
中
・
少
尉
相
当
官
）
3
と

い
う
配
分
で
す
。
こ
れ
に
会
計
責
任
者
と

し
て
の
2
・
3
等
軍
吏
1
（
経
理
部
士
官
、

中
・
少
尉
相
当
官
）。
下
士
は
1
等
看
護

長
（
曹
長
同
）
4
、2
・
3
等
看
護
長
（
軍

曹
・
伍
長
同
）
12
、
会
計
部
下
士
の
2
・

3
等
書
記
2
（
前
同
）
の
合
計
27
人
で
し

た
。

　

対
し
て
小
病
院
の
長
は
2
等
軍
医
正

（
少
佐
相
当
官
）、
医
官
は
1
等
軍
医
1
、

副
医
官
2
・
3
等
軍
医
1
、
2
・
3
等
薬

剤
官
1
と
な
っ
て
い
ま
す
。
軍
吏
の
配
置

は
な
く
、
下
士
（
看
護
長
）
は
1
等
看
護

長
1
、
2
・
3
等
看
護
長
3
、
会
計
の

2
・
3
等
書
記
1
の
合
計
9
人
に
な
り
ま
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し
た
。

　

師
団
の
平
時
人
員
は
9
1
9
9
人
（
馬

匹
1
1
7
2
頭
）
で
す
。
歩
兵
聯
隊
も
1 

7
2
1
人
（
馬
匹
14
頭
）
で
し
た
。
そ
れ

が
、
動
員
下
の
野
戦
師
団
で
は
、
人
員
が

約
1
万
8
5
0
0
名
、
馬
匹
約
5
5
0
0

頭
に
な
り
ま
す
。
歩
兵
聯
隊
も
2
8
9
6

名
、
馬
匹
同
1
8
8
頭
と
な
り
ま
し
た
。

1
個
歩
兵
聯
隊
に
は
3
個
大
隊
（
各
4
個

中
隊
）
が
あ
り
、
大
隊
ご
と
に
高
級
軍
医

（
大
尉
級
）
と
次
級
軍
医
（
少
・
中
尉
級
）

が
配
当
さ
れ
ま
す
。
ま
た
聯
隊
本
部
に
も

全
体
を
統
括
す
る
軍
医
（
少
佐
級
）
と
副

官
（
中
・
大
尉
級
）
が
い
て
、
そ
れ
だ
け

で
8
人
で
す
。

　

7
個
師
団
、
28
個
歩
兵
聯
隊
に
は
ざ
っ

と
2
2
4
名
の
隊
附
医
官
、
そ
れ
に
野
砲

兵
聯
隊
、
騎
兵
大
隊
、
工
兵
大
隊
、
輜
重

兵
大
隊
に
も
軍
医
が
同
じ
人
員
レ
ベ
ル
で

お
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
師
団
ご
と
に
2
〜

3
個
の
野
戦
病
院
、
師
団
衛
生
隊
、
弾
薬

大
隊
な
ど
が
動
員
下
の
部
隊
と
し
て
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
も
相
当
数
の
医
官
が

配
置
さ
れ
ま
す
。

　

す
で
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
現
役
将

校
同
相
当
官
の
約
4
6
0
0
名
の
う
ち
、

ほ
ぼ
1
割
の
4
6
0
名
ほ
ど
が
軍
医
官

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
予
・
後
備
役

の
同
じ
く
1
5
5
1
名
の
1
割
、
1
5
0

人
ほ
ど
が
在
役
し
て
い
た
と
想
像
し
ま
す
。

　

野
戦
病
院
、
兵
站
病
院
、
戦
地
定
立
病

院
、
そ
し
て
衛
生
隊
に
も
配
属
さ
れ
る
軍

医
、
さ
ら
に
は
内
地
の
病
院
で
帰
還
し
た

傷
病
者
を
治
療
す
る
軍
医
、
そ
の
合
計
に

対
応
で
き
る
の
が
6
0
0
人
あ
ま
り
で

は
、
た
ち
ま
ち
軍
医
不
足
の
悲
鳴
が
上
が

る
こ
と
が
当
然
で
し
ょ
う
。
戦
時
に
な
っ

て
、
陸
軍
省
の
委
嘱
で
軍
属
に
な
っ
て
奉

仕
し
た
民
間
医
師
も
多
か
っ
た
の
で
す
。

■
日
清
戦
争
の
人
的
損
害

　

陸
軍
省
醫
務
局
編
の
『
明
治
二
十
七
八

年
役
陸
軍
衛
生
事
蹟
』
に
よ
る
と
、
戦
死

9
7
7
、
戦
傷
3
6
9
9
（
う
ち
死
亡

2
9
3
）、
総
患
者
28
万
4
5
2
6
、
総

病
死
2
万
1
5
9
と
あ
り
ま
す
。
戦
死
傷

の
合
計
が
約
4
6
0
0
（
う
ち
死
亡
が

1
2
7
0
）、
病
者
が
28
万
人
を
超
え
て
、

う
ち
死
亡
が
2
万
人
以
上
と
い
う
の
は
、

た
い
へ
ん
な
数
字
で
す
。
ま
た
、
凍
傷
患

者
の
多
発
に
つ
い
て
も
稿
を
変
え
て
ご
説

明
す
べ
き
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
は
内
科

系
の
疾
病
に
つ
い
て
の
み
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
時
の
病
名
で
多
い
順
に
挙
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。
脚
気
3
万
1
2
6
（
死
亡
率
約

6
・
2
％
）、
赤
痢
1
万
1
1
6
4
（
前

同
14・4
％
）、マ
ラ
リ
ア
1
万
5
1
1（
前

同
5
・
2
％
）、
コ
レ
ラ
8
4
8
1
（
前

同
61
％
）、
腸
チ
フ
ス
3
8
0
5
（
前
同

29
・
6
％
）
と
い
う
数
字
が
あ
り
ま
す
。

致
死
率
が
高
い
の
は
圧
倒
的
に
コ
レ
ラ
で

あ
り
、
そ
れ
に
次
い
で
は
腸
チ
フ
ス
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
5
2
1
1
人
、
1
1
2
5

人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
脚
気
の
死
者

は
1
8
6
0
人
で
す
か
ら
、
罹
病
者
の
16

人
に
1
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
患
者
数

の
多
さ
か
ら
言
っ
て
も
、
戦
力
低
下
に
与

え
る
影
響
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
当
時
、
ビ
タ
ミ
ン
そ

の
も
の
が
未
発
見
で
あ
り
、
誰
も
が
病
因

に
頭
を
傾
げ
る
の
が
普
通
で
す
。
ど
う
や

ら
白
米
が
原
因
ら
し
い
…
、
現
に
麦
を
食

べ
さ
せ
れ
ば
脚
気
の
発
生
数
は
減
る
と
い

う
論
者
が
軍
医
界
に
も
お
り
ま
し
た
が
、

こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
戦
時
陸
軍
給
与
規
則

　

1
8
9
4（
明
治
27
）年
7
月
31
日
、「
戦

時
陸
軍
給
与
規
則
」
が
出
さ
れ
ま
す
。
そ

の
内
容
は
、通
常
兵
食
は
精
米
6
合（
9
0 

0
g
）、
副
食
物
と
し
て
「
鳥
獣
魚
肉
40

匁（
1
5
0
g
）或
ハ
塩
肉
類
20
匁（
75
g
）

或
ハ
乾
肉
類
30
匁
（
1
1
2
・
5
g
）、

野
菜
類
40
匁
或
ハ
乾
物
類
15
匁
（
56
・
25 

g
）、漬
物
類
15
匁
或
ハ
梅
干
12
匁（
45
g
）

或
ハ
食
塩
3
匁
（
11
・
25
g
）、
調
理
用

醤
油
味
噌
等
ハ
現
費
消
高
」
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
携
帯
口
糧
も
「
糒
（
ほ
し
い
い
）

3
合
或
ハ
代
用
品
、
副
食
物
鳥
獣
及
魚
肉

類
缶
詰
40
匁
或
ハ
塩
肉
類
20
匁
或
ハ
乾
肉

類
30
匁
及
食
塩
3
匁
」
と
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
給
与
規
則
通
り
の
支
給
が
行
わ
れ

て
い
れ
ば
、
現
在
の
栄
養
学
か
ら
み
て
も

脚
気
の
大
流
行
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い

え
ま
す
。
現
在
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
白
米
食
だ
け
に
原
因
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
貧
し
い
副
食
類
が
脚
気
の
発

生
源
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
海
軍
が
麦
を
支

給
し
脚
気
を
根
絶
さ
せ
た
と
い
う
誤
っ
た

情
報
が
今
も
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実

態
は
豊
か
な
副
食
支
給
の
お
か
げ
で
し

た
。
海
軍
の
患
者
が
確
か
に
大
き
く
減
っ

た
こ
と
を
誇
張
し
す
ぎ
た
結
果
で
す
。

　

で
は
、
給
与
規
則
が
守
ら
れ
な
か
っ
た

理
由
と
は
い
え
ば
、
過
剰
な
白
米
崇
拝
主

写真1：釜山兵站病院将校病室の様子（出典：注）
座っている民間医師の左上腕に軍属のマークがある
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義
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
。
次
回
、
日
露
戦

役
で
の
脚
気
惨
禍
で
も
ご
紹
介
し
ま
す

が
、
当
時
の
わ
が
国
社
会
で
は
「
白
米
は

高
級
、
麦
は
下
等
」
と
い
う
偏
見
が
常
識

で
あ
り
ま
し
た
。「
戦
場
に
立
ち
、
明
日

も
知
れ
ぬ
身
に
在
る
兵
た
ち
に
麦
な
ど
食

え
と
言
え
る
か
」
と
い
う
幹
部
の
心
情
も

ご
く
当
た
り
前
で
し
た
。

　

台
湾
に
駐
屯
し
た
部
隊
で
は
、
副
食
は

「
梅
干
、
干
魚
、
佃
煮
、
高
野
豆
腐
、
干
瓢
、

南
瓜
、
唐
瓜
、
芋
、
椎
茸
、
大
根
漬
等
ニ

シ
テ
味
噌
汁
ノ
供
給
タ
ニ
受
ケ
ル
コ
ト
稀

ナ
リ
シ
…
」
と
い
う
報
告
書
に
あ
る
と
お

り
、
ま
さ
に
脚
気
準
備
食
と
い
う
有
様
で

し
た
。

■
患
者
の
た
ど
る
道

　

負
傷
し
た
者
は
前
線
後
方
の
大
隊
ご
と

に
設
け
ら
れ
た
假
（
仮
）
繃
帯
所
に
下
が

り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
大
隊
附
次
級
軍
医

が
い
て
、
現
在
で
い
う
ト
リ
ア
ー
ジ
を
行

い
ま
す
。
そ
こ
で
簡
単
な
処
置
を
受
け
る

者
も
い
れ
ば
、
衛
生
隊
の
担
架
中
隊
か
ら

き
た
補
助
看
護
卒
に
よ
っ
て
、
更
に
後
方

の
野
戦
病
院
に
送
ら
れ
る
者
も
い
ま
し

た
。
野
戦
病
院
か
ら
は
兵
站
病
院
へ
、
そ

こ
か
ら
戦
地
定
立
病
院
、
内
地
へ
還
送
と

い
う
コ
ー
ス
を
た
ど
る
人
も
お
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
経
路
や
、
定
点
で
は
軍
医
や

看
護
長
、
看
護
手
、
看
護
卒
と
い
っ
た
人

た
ち
が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
出

征
軍
人
が
帰
国
し
た
後
の
検
疫
シ
ス
テ
ム

な
ど
も
語
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次

回
は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
衛
生
部
の
実

態
の
一
つ
を
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

注
：
写
真
は
『
陸
軍
軍
医
学
校
五
十
年

史
』
昭
和
11
年
刊
よ
り

　

い
づ
れ
の
御お

ん
店た

な
に
か
、
亜ア

メ

シ

ョ

ー

米
利
加
短
毛
、

蘇ス

コ

テ

ィ

ー

格
蘭
折
耳
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る

中
に
、
い
と
や
ん
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら

ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
と
き
め
き
給
ふ
あ
り
け

り
。

　

先
代
チ
ビ
太
が
齢

よ
は
ひ

一
歳
に
て
急
逝
し

て
三み

つ
き月

余
り
、
幼
き
楓
之
典
君
に
御
目
文

字
し
、
わ
が
家
に
お
連
れ
し
て
か
ら
拾
と

壱
年
が
経
ち
ま
し
た
。
魂
は
永
遠
の
五
歳

児
と
は
い
え
、
年
が
明
け
れ
ば
楓
之
典
君

も
拾
弐
歳
。
ヒ
ト
な
ら
ば
陸
拾
肆
歳
の
お

誕
生
日
を
迎
え
ま
す
。

　

此
度
は
楓
之
典
君
も
直
面
す
る
猫
様
の

老
い
に
つ
い
て
綴
り
ま
し
ょ
う
。

●

猫
の
老
い

　

平
安
の
世
、
都
の
人
々
を
魅
了
し
栄
華

を
極
め
た
光
の
君
も
、
齡
を
重
ね
て
雲
隠

れ
あ
そ
ば
し
ま
し
た
。
愛
し
の
猫
様
に
も
、

老
い
や
別
れ
は
必
ず
や
っ
て
参
り
ま
す
。

猫
飼
い
衆
も
僕

し
も
べ

も
猫
様
の
老
い
に
備
え
、

お
別
れ
の
日
ま
で
心
穏
や
か
に
お
暮
ら
し

い
た
だ
け
る
よ
う
に
ご
奉
仕
せ
ね
ば
な
り

ま
せ
ぬ
。

◯　

老
猫
と
の
暮
ら
し

　

近
年
で
は
部
屋
住
ま
ひ
が
主
流
と
な

り
、
医
療
や
食
餌
の
充
実
な
ど
も
あ
っ
て
、

猫
様
の
寿
命
は
延
び
、老
齢
期
も
長
く
な
っ

て
い
ま
す
。
老
化
に
伴
う
身
体
の
変
化
や

徴し
る
し

を
見
逃
さ
ず
、
生
活
環
境
を
見
直
す

と
と
も
に
必
要
な
お
世
話
を
い
た
し
ま
す
。

★
老
化
の
表
れ

　

猫
様
の
老
齢
期
は
7
歳
前
後
か
ら
。
10

〜
12
歳
（
ヒ
ト
換
算
：
55
〜
60
歳
）
に
は

本
格
的
な
老
化
が
始
ま
り
ま
す
。
身
体
・

心
・
行
動
の
変
化
は
老
化
と
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
毛
艶
が
衰
え
て
抜
け
毛

が
増
え
る
、
白
髪
が
目
立
っ
て
く
る
、
足

腰
が
細
く
な
る
な
ど
、
体
つ
き
に
表
れ
る

ほ
か
、
寝
て
い
る
時
間
が
増
え
、
段
差
で

躓
く
、
高
い
所
に
飛
び
上
が
れ
な
く
な
る

な
ど
、
行
動
の
変
化
と
運
動
量
の
低
下
も

顕
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
犬
様
ほ
ど
顕

著
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
視
力
や
聴
力
が

衰
え
て
反
応
も
鈍
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
目

が
白
く
濁
っ
て
く
る
症
状
が
現
れ
る
場
合

も
ご
ざ
い
ま
す
。

★
老
猫
と
の
接
し
方

　

老
化
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
猫
様
の
お
世
話
は
、
壮
年
期
以
前
と
は

異
な
り
ま
す
。
食フ

ー
ド餌

を
老シ

ニ
ア齢

向
け
の
も
の

写真 2：廣島予備陸軍病院（出典：注）写真 3：内地に還送された患者の到着
           （出典：注）

楓
之
典
君
乳
母
草
子

　
～
日
日
是
猫
日
～　

其
ノ
拾
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猫
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妙
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中
條　
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